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中廊下の排煙

建築基準法関係の解説及び運用(北九州市)より

①火災の恐れの少ない便所・洗面所等の室で、中廊下との間の天井面に建具・

垂れ壁・ガラリ等の区画がない(上部開放)、又は連動式排煙窓の設置があれ

ば、［中廊下＋室］で排煙計算をしてよい。

②手動開放装置を設置する場所は、廊下内とする。
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